
章 項
意見
№

修正箇所
ページ

委員 意見 マニュアル案への反映等

- - 1 全体 事務局 -
工事発注者⇒発注者、工事受
注者⇒元請業者に変更。
漏洩⇒漏えいに統一。

2 事務局 -
タイトルを「本ガイドラインにつ
いて」に変更（「の策定」を削
除）。

3 事務局 -
中皮腫による死亡者の状況を
反映。WHOデータは更新なし。

4 p.1表1-1 事務局 -
アンソフィライト他英語表記を
統合マニュアルに統一。

5 p.1表1-2 事務局 -
疾患名等を出典元（統合マ
ニュアル）に合わせて修正。出
典も更新。

6 事務局 -
石綿含有建築用仕上塗材の
記述及び写真を追加。

7 村山座長
リスクに応じたコミュニケー
ションの実施についても考
えておく必要がある。

成形板等は飛散性が相対的に
低いこと、規制に追加された経
緯を追加。仕上塗材が規制さ
れた経緯を追加。

8 時岡委員
仕上塗材はレベル3建材に
区分すべき（区分を増やす
のは適当ではない）。

レベル1～3の区分は、「建築
物の解体等工事における石綿
粉じんへのばく露防止マニュア
ル」（建設業労働災害防止協
会 平成17年8月）において石
綿含有建材別の作業レベル区
分を示したものであるが、レベ
ル3に仕上塗材は規定されて
いないため、仕上塗材と区分し
た。レベル表記は大気汚染防
止法で規定していないため、極
力使用しないこととした。

9 時岡委員
「吹付け石綿等」を使用する
のであれば定義づけが必
要。

石綿含有断熱材等を定義。

10 時岡委員
使用中の飛散なのか除去
時の飛散性なのか明記す
る。

除去時の飛散性であることが
分かるように記載。

11 加藤委員

石綿則でレベル3建材の中
でもけい酸カルシウム板1
種を別扱いとしていることか
ら、「飛散性は低い」とひとく
くりに表現してしまわない方
が良いのではないか。

石綿含有吹付け材や石綿含有
断熱材等に比べ飛散性は相対
的に低いが、適切な飛散防止
措置が行われない場合には石
綿が飛散するおそれがあるこ
とが明らかになったことか
ら・・・という表現に改めた。

12 加藤委員

レベル１からレベル3の用語
は法令で決められたものや
国で決められたものではな
く、建設業労働災害防止協
会による石綿含有建材別
作業レベル区分がもとであ
ると言われている。
石綿含有建築用仕上塗材
を含めて用語の出典元など
を記載した方が良いのでは
ないか。

材料レベルや仕上塗材につい
て、参考資料の用語集の記載
を拡充。

13 事務局 -
特定建築材料の範囲変更に伴
い、注釈を追加。

p.2

第1章
（1）石綿に
ついて

主なご意見と対応（本編）

p.1
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14 事務局 -
タイトルを「本ガイドラインの趣
旨」に変更（「策定」を削除）。

15 村山座長

自治体の規定では、実施主
体は元請業者や自主施工
者となっているケースが多
い。

地方公共団体の規定がある場
合はそれに従うことを強調する
記載に改めた。

同上

(2)本ガイドラインの趣旨では、
特に本ガイドラインを読んでい
ただきたい発注者及び自主施
工者向けの記載としている。
一方、リスクコミュニケーション
は三者で成り立つため（５）で
は「主体」を使い分けている。

17 事務局 -
下請負人も発注者によるリスク
コミュニケーションに協力する
ものとした。

（3）本ガイド
ラインの対
象とする工
事

18 p.3 事務局 -
特定工事の範囲変更に伴い、
本文の不要箇所の削除及び
注釈の記載を修正。

（4）本ガイド
ラインにお
ける留意事
項

19 p.4 事務局 -
参照マニュアルの変更及び
URLを追加。

20 事務局 - 関係者に下請負人を追加。

21 時岡委員

誤った情報、誤解を受ける
記載などによっては市民の
不信を招く可能性を記載し
てほしい。

「提供する情報が不十分で
あったり、正確性に欠けている
場合には、周辺住民等の不信
を招きかねません。」を追加。

22 p.5 事務局 - メリットの書きぶりを修正。

23 外山委員

法改正により、地方公共団
体の役割や責任が変化し
ており、従来の書き方では
不十分ではないか。

地方公共団体の役割に、石綿
のリスクや法制度に関する普
及啓発を追加。

24 事務局 -

事業者の役割に事前調査結果
の報告を追加。注釈に条例等
によって実施主体を規定して
いる場合があることを追加。

25 p.8① 事務局 - 参照マニュアルを変更。

26 事務局 -
タイトルを事前調査結果の報
告、掲示、作業の届出に修正。

27 事務局 -
事前調査結果の報告対象工
事の要件を注釈に記載。

28 事務局 -
自治体によっては条例等の届
出が必要な場合があることを
注釈に追加。

29 時岡委員

p.7各法の掲示の説明は
p.19と同様の記載としては
どうか（統一した掲示も可能
であること）。

p.8②に参考資料6に掲示の様
式例を掲載していることを追
加。

（3）石綿の
使用有無に
関する事前
調査

第2章

第1章

p.6図1-1

時岡委員

p.4

（2）本ガイド
ラインの趣
旨

p.8②

（5）本ガイド
ラインにお
けるリスクコ
ミュニケー
ションの定
義と目的

法体制や工事の実情を踏
まえれば、元請業者や自主
施工者がリスクコミュニケー
ションを実施するのが妥当
である。発注者を削除する
必要はないが、工事の主体
として元請業者を格上げし
てもらいたい。（５）では元請
業者が同列で扱われてい
る。

p.3

16
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30 p.8② 時岡委員
事前調査結果の備え置き
の規定に触れるべき。

事前調査結果の写しの備え置
きについて追記。

31 事務局 -
囲みの事前調査者の要件につ
いて、令和5年10月以降の規
定に修正、注釈を追加。

32 加藤委員
調査者の記載順序を、特定
＞一般＞一戸建ての順番
とした方が良い。

ご意見を反映。

33 p.9①(ア) 事務局 -

石綿の有無に関わらず事前調
査結果の掲示が必要であるこ
とを強調。また、石綿則の記述
もあるため特定工事を石綿が
使用されていた場合に表現を
変更。さらに、お知らせを作業
内容等の掲示に改めた。

34 p.10（イ） 事務局 -
事前調査結果の現場への備え
置きの活用を追加。

35 事務局 -

特定建築材料の範囲変更に伴
う修正、工事受注者⇒元請業
者へ変更、仕上塗材、事前調
査結果の報告、取り残しの確
認等の追加、フローの一部修
正を実施。

36 加藤委員

白地（法令等の規定あり）、
黄色地（法令等の規定な
し）、橙地（石綿漏えい・飛
散事故発生時等のリスクコ
ミュニケーション（法令等の
規定なし））の区別は分かり
易い。
本文全体にもこの区分ごと
の説明であることを記載す
るとより分かり易いと思う。

リスクコミュニケーションのう
ち、事前調査結果や作業内容
等の掲示は法定事項であるこ
とが分かるような記載として
た。

37 事務局 -
対象範囲の決定要件に作業方
法（飛散させる可能性の高い
作業か否か）を追加。

38 村山座長
リスクに応じたコミュニケー
ションの実施についても考
えておく必要がある。

表２-１にリスクコミュニケーショ
ンの優先度に関する考え方を
追加。

39 城山委員
戸建て住宅については所々
で取り上げているが、共同
住宅はどのように扱うか。

囲みに就業者や居住者がいる
状態で改修工事を行う場合を
設け、集合住宅の扱いを追
加。

40 事務局 -

戸建て住宅の場合の周知範囲
について、地方公共団体が条
例等で規定している場合があ
ることを追記。

41 p.13③（ア） 事務局 -
工事全般の情報についても周
知することを追加。

囲みに解体等工事における石
綿に関する掲示について整
理。

注釈にその他掲示に関する解
説を追加。

43 事務局 -
特定粉じん排出等作業以外の
掲示に関する記述を削除。

高瀬委員
掲示が義務付けられている
ことを強調してほしい。

42

p.11図2-2

p.9

（4）リスクコ
ミュニケー
ションを行う
ための準備

（3）石綿の
使用有無に
関する事前
調査

第2章

p.12②

p.13②

p.14
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44 p.15表2-2 事務局 -

事前調査と作業の実施に分け
て整理、法定事項（今後の改
正施行される事項を含む）の
修正等を実施。

45 p.16注釈 事務局 - 参照マニュアルを変更。

46 p.18表2-5 事務局 -
戸別訪問と説明会のデメリット
を追加。

47 事務局 - 参照する通達を変更。

48 事務局 -
囲みに掲示内容に変更がある
場合の対応を追加。

49 加藤委員
最終行は不要ではないか。
テプラでの上書きはあり得
るのではないか。

「手書きでの修正などは避ける
ようにしましょう」とした。

50 p.22～ 事務局 -
チラシの事例について、年号
のほか、法定事項（調査者や
取り残しの確認者等）を追加。

51 p.22～ 村山座長
リスクに応じたコミュニケー
ションの実施についても考
えておく必要がある。

記入方法の解説に「飛散性の
違いや実施する飛散防止対策
を示す。」を追加。

52 ｐ.23、25、26 加藤委員

レベル３が発じんしないとは
言えず、けい酸カルシウム
板第1種はレベル3でも別扱
いになっているなどを考え
ると、敢えてこの例文を使
わなければならないだろう
か。

建材の種類や発じん性の違い
なども分かりやすく周知してお
くと理解を得やすいと考えるが
扱いは議論いただく。

53 p.27③ 事務局 -
訪問する時間帯や曜日への配
慮について追加。

54 事務局 -
説明会を開催する曜日や時間
帯への配慮、感染症まん延時
の対応を追加。

55 村山座長

説明会でのオンラインの活
用について、幅広い関係者
の方々に参加していただく
仕組みとしての活用につい
て記載を検討したほうがよ
い。

囲みにオンライン説明会の活
用について追加。

56 村山座長

SNSの活用、スマートフォン
による情報取得が広がって
いるため、ガイドラインで積
極的に取り上げてもよいと
考えている。

ホームページでの動画の活用
やSNSによる説明会の開催案
内等での活用を追加。

57 加藤委員

SNSは便利ではあるが、匿
名性があり炎上など予想し
えない動きに対して対応が
困難なため、明確なコミュニ
ケーション手段に限定する
方が良い。

留意事項に触れた上でSNSの
活用例として説明会の開催案
内を記載した。掲載するか否
かは検討会で議論いただきた
い。

（6）実施時
期ごとの留
意事項

58 p.30③ 事務局 -
作業終了後の情報提供に、作
業完了報告書の活用や取り残
しがなかったことを追加。

（7）信頼性
を高める追
加的な対応

59 p30 高瀬委員
粉じん相対濃度を追加して
はどうか。

ご意見を反映、併せてｐ.33表3
－2にも追加。

（5）リスクコ
ミュニケー
ションの実
施

第2章

p.20①

p.29④

p.29⑤

（4）リスクコ
ミュニケー
ションを行う
ための準備
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（1）新たな
石綿含有建
築材料発見
時

60 p.31 事務局 -
新たに石綿が確認された場合
の届出や報告の追加について
追記。

61 p.32① 事務局 -
敷地境界等⇒施工区画周辺
等に変更。

62 p.33注釈 事務局 - 参照マニュアルを修正。

63 p.34② 事務局
敷地境界等⇒施工区画周辺
等に変更。

：第１回検討会意見
：委員配布時意見

第3章

（2）石綿漏
えい・飛散
事故発生時
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- 1 全体 事務局 -

工事受注者⇒元請業者に変更。
漏洩⇒漏えいに統一。
事例を除き、敷地境界⇒施工区画周
辺に変更。
レベル○⇒レベル○建材に統一。ただ
し、レベル区分の使用は最小限の記
載にとどめた。
高性能真空掃除機⇒カッコ書きで
HEPAフィルタ付き真空掃除機を追加。

2 p.1 事務局 -

3 ｐ.1図1-1 事務局 -

4
p.2～
表2-1

村山座長
リスクに応じたコミュニケー
ションの実施についても考
えておく必要がある。

表に発じん性を追加、成形板等と仕上
塗材を追加。

5 p.4写真2-1 事務局 -
石綿含有吹付け材、断熱材等の写真
を整理し、1ページに収めた。

6
p.5～6

写真2-2
事務局 -

成形板等、仕上塗材の写真を整理・追
加。

3.リスク
コミュニ
ケーショ
ンの事
例にお
ける成
功例・苦
労した
点等

7 p.7～12 事務局 -

自治体アンケートから成功例・成功の
ポイント、悪かった事例・苦労した点を
ピックアップ。工事前と実施中の事例
については、それぞれに要因等が分
かるように種別区分を新設。苦情発生
時は実施中に統合。

4.リスク
コミュニ
ケーショ
ンの個
別事例

8 p.13～30 事務局 -
・7事例（自治体5、NPO2事例）を追
加、トラブル事例も掲載。
・ケースごとに整理・並び替えを実施。

5.地方
公共団
体の周
知範囲
等の例

9 p.31～35 事務局 -

タイトルを「周知範囲等の例」とし、アン
ケート結果及び自治体HPの内容を反
映。
※一部照会中であるため現時点の
案。

10 事務局 -
マニュアルの掲示例に変更。
石綿則の事前調査結果の掲示例は古
いため削除。

11 時岡委員

川崎市の事前調査結果の
掲示例及び解体等の作業
に関するお知らせの掲示例
は削除。

ご意見を反映して削除。

12 p.40、45 事務局 - 工事受注者⇒元請業者に変更。

13 p.43 事務局 - 説明会チラシ例の年号を修正。

p.36～39

6.リスク
コミュニ
ケーショ
ンで使
用する
資料の
例

7.説明
会開催
の具体
的な手
順

主なご意見と対応（参考資料）

１．石綿
による
健康リ
スク

中皮腫による死亡者の状況を反映。

２．石綿
含有建
築材料
の種類
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14 p.47～48 事務局 -
Q3に事前調査実施者、分析実施者の
要件を追加。

15 p.48～49 事務局 -

Q4、飛散防止対策の具体的内容の回
答例①石綿含有吹付け材、断熱材等
に石綿の除去方法を追加。取り残しの
確認や飛散がないことの確認を追加

16 p.49 事務局 -
Q4、飛散防止対策の具体的内容の回
答例②けい酸カルシウム板第1種を切
断等により除去する場合を追加。

17 p.49～50 事務局 -
Q4、飛散防止対策の具体的内容の回
答例③仕上塗材を除去する場合を追
加。

18 p.50 事務局 -

Q5、成形板の除去に負圧隔離養生は
必要ないのか
作業基準に合わせ、前段の湿潤化を
削除し、割らなければならない場合に
付け替え。けい酸カルシウム板第1種
の隔離養生（負圧不要）を追加。

19 p.50～51 事務局 -
Q6,除去した建材の保管・運搬にけい
酸カルシウム板第1種と仕上塗材の扱
いを追加。

20 p.53～54 事務局 -
Q11.石綿含有成形板等の事故の「想
定部分」を修正、仕上塗材の場合を追
加。

21 事務局 - 仕上塗材を追加。

22 事務局 -
けい酸カルシウム板第1種はレベル3
建材の中でも比較的飛散性が高いと
されていることを追加。

23 ｐ.58 加藤委員
発注者、自主施工者、元請
業者、下請負人についても
用語に加えたほうが良い。

ご意見を反映して追加。

24 ｐ.59～60 事務局 - 石綿則と大防法の改正事項を追加。

：委員配布時（本編）意見

9.用語
集

8.想定
問答の
例

ｐ.57


